
  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 プール開放事業事務 

行政機関等の名称 江田島市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

教育委員会教育部生涯学習課 

個人情報ファイルの利用目的 夏休みの学校プール等の開放事業。 

記録項目 １名前、２住所、３性別、４生年月日 

記録範囲 市内小・中学生 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市美術展開催事務 

行政機関等の名称 江田島市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

教育委員会教育部生涯学習課 

個人情報ファイルの利用目的 
市美術展への作品出展者情報を管理し、展示、表彰、目録作

成等に利用する。 

記録項目 
１名前、２住所、３性別、４生年月日、５会社（学校）名、６

金融機関口座番号、７電話番号 

記録範囲 市美術展出展者、実行委員、審査員 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公民館管理運営事務 

行政機関等の名称 江田島市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

教育委員会教育部生涯学習課 

個人情報ファイルの利用目的 公民館の管理及び関係事業に関する事務を適正に行う。 

記録項目 
１名前、２住所、３性別、４生年月日、５金融機関口座番号、

６電話番号 

記録範囲 施設管理関係者、事業参加者、関係講師、自主グループ等 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ヒロシマＭＩＫＡＮマラソン大会実行委員会事務局事務 

行政機関等の名称 江田島市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

教育委員会教育部生涯学習課 

個人情報ファイルの利用目的 ヒロシマＭＩＫＡＮマラソン大会の運営実施。 

記録項目 
１名前、２住所、３性別、４生年月日、５出身地、６親族関係、

続柄、７電話番号、８趣味、９健康診断等の結果 

記録範囲 健康マラソン大会参加者、大会役員、ボランティア 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



  

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 指定団体登録事務 

行政機関等の名称 江田島市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

教育委員会教育部生涯学習課 

個人情報ファイルの利用目的 

江田島市体育施設設置及び管理条例、江田島市公の施設の使

用料の減免に関する要綱に従い、指定団体として登録するた

め・指定団体とは、市内アマチュアスポーツ団体の育成をす

る。 

記録項目 １名前、２住所、３性別、４生年月日 

記録範囲 指定団体構成員 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき
は，その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）江田島市総務部総務課 

（所在地）〒７３７－２２９７ 

江田島市大柿町大原５０５番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 


